
 

 

第５回尼崎市議会臨時会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

⑴ 議案の数 

種 別 報 告 予 算 計 

件 数 １ １ ２ 

 

⑵ 議案の名称 

＜報告＞ 

報告第 ２号  専決処分について（尼崎市市税条例の一部を改正する 

条例） 

…  5 

＜予算＞ 

議案第５４号  令和８年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） … 17 
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（議案説明資料） 

＜令和８年５月臨時会＞ 

種 別 報告 番 号 報告第２号 所 管 税務管理課 

件 名 専決処分について（尼崎市市税条例の一部を改正する条例） 

内       容 

１ 専決理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の一部が令和８年４月１

日に施行されることに伴い、条例改正が必要となったが、議会を招集する時間的余裕

がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したもの。 

 

２ 専決処分日 

  令和８年３月３１日 

 

３ 専決内容 

 ⑴ 軽自動車税環境性能割（３輪以上の軽自動車の取得者に対して課するもの）につ

いて、令和８年３月３１日をもって廃止する。 

 ⑵ 上記⑴に伴い、現行の軽自動車税種別割（軽自動車等の所有者に対して課するも

の）を軽自動車税へと名称変更するなど、規定を整備する。 

⑶ 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）（３輪以上の新車で、排出ガス性能及び燃

費性能に優れ、環境負荷の小さいものに係る税額の軽減措置）について、電気軽自

動車及び天然ガス軽自動車を対象とした税額を概ね１００分の７５軽減する措置

の適用期限（現行：令和８年３月３１日まで）を２年延長し、令和１０年３月３１

日までとする。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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尼崎市市税条例 

改正後 現 行 

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３

１条第１項に規定する各納期若しくは同条第

２項の規定により市長が定めた納期に係る納

期限後、第３３条の４第１項若しくは第２項

ただし書、第３３条の５の２若しくは第３３

条の５の５（これらの規定を第３５条の６の

２において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第３３条の６の４第１項（第

３３条の６の５第３項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第３３

条の８第１項、第２項若しくは第４項若しく

は第３５条の６に規定する納期限後、第４５

条第１項に規定する各納期若しくは同条第２

項の規定により市長が定めた納期に係る納期

限後、第６３条第２項に規定する納期若しく

は同条第３項の規定により市長が定めた納期

に係る納期限後、第７３条の２に規定する納

期限後、第７３条の５第２項の規定により納

税通知書に定められた納期に係る納期限後、

第９５条、第９６条の８第１項、第９６条の

１３第３項若しくは第１０２条第１項に規定

する納期限後若しくは第１１１条第１項に規

定する各納期若しくは同条第２項の規定によ

り市長が定めた納期に係る納期限後にその税

金を納付し、若しくは納入金を納入する場合

又は第３３条の８第６項に規定する申告書に

係る税金を納付する場合は、当該税額又は納

入金額に、その納期限（当該申告書に係る税

金を納付するときは当該税金に係る同条第１

項、第２項又は第４項に規定する納期限、納

期限が延長されたときはその延長後の納期

限。第１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号

に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定め

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３

１条第１項に規定する各納期若しくは同条第

２項の規定により市長が定めた納期に係る納

期限後、第３３条の４第１項若しくは第２項

ただし書、第３３条の５の２若しくは第３３

条の５の５（これらの規定を第３５条の６の

２において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第３３条の６の４第１項（第

３３条の６の５第３項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第３３

条の８第１項、第２項若しくは第４項若しく

は第３５条の６に規定する納期限後、第４５

条第１項に規定する各納期若しくは同条第２

項の規定により市長が定めた納期に係る納期

限後、第６１条の６第１項に規定する納期限

後、第６３条第２項に規定する納期若しくは

同条第３項の規定により市長が定めた納期に

係る納期限後、第７３条の２に規定する納期

限後、第７３条の５第２項の規定により納税

通知書に定められた納期に係る納期限後、第

９５条、第９６条の８第１項、第９６条の１

３第３項若しくは第１０２条第１項に規定す

る納期限後若しくは第１１１条第１項に規定

する各納期若しくは同条第２項の規定により

市長が定めた納期に係る納期限後にその税金

を納付し、若しくは納入金を納入する場合又

は第３３条の８第６項に規定する申告書に係

る税金を納付する場合は、当該税額又は納入

金額に、その納期限（当該申告書に係る税金

を納付するときは当該税金に係る同条第１

項、第２項又は第４項に規定する納期限、納

期限が延長されたときはその延長後の納期

限。第１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号
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る日又は期限までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算して納付書によっ

て納付し、又は納入書によって納入しなけれ

ばならない。 

 

⑴ 第３１条第１項に規定する各納期若しく

は同条第２項の規定により市長が定めた納

期に係る納期限後、第３３条の４第１項若

しくは第２項ただし書、第３３条の５の２、

第３３条の５の５、第３３条の６の４第１

項若しくは第３５条の６に規定する納期限

後、第４５条第１項に規定する各納期若し

くは同条第２項の規定により市長が定めた

納期に係る納期限後、第６３条第２項に規

定する納期若しくは同条第３項の規定によ

り市長が定めた納期に係る納期限後、第７

３条の５第２項の規定により納税通知書に

定められた納期に係る納期限後、第９６条

の１３第３項に規定する納期限後又は第１

１１条第１項に規定する各納期若しくは同

条第２項の規定により市長が定めた納期に

係る納期限後に納付し、又は納入する税額 

これらの納期限の翌日から１月を経過する

日 

 

⑸ 第７３条の２、第９５条、第９６条の８

第１項又は第１０２条第１項に規定する申

告書に係る税額（次号及び第７号に掲げる

税額を除く。以下この号において同じ。） 

当該税額に係る納期限の翌日から１月を経

過する日 

⑹ 第７３条の２、第９５条、第９６条の８

第１項若しくは第１０２条第１項に規定す

る申告書でその提出期限後に提出したもの

又は第７３条の３第２項、第９６条第２項

（第９６条の８第２項において準用する場

合を含む。以下この号において同じ。）若し

に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定め

る日又は期限までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算して納付書によっ

て納付し、又は納入書によって納入しなけれ

ばならない。 

⑴ 第３１条第１項に規定する各納期若しく

は同条第２項の規定により市長が定めた納

期に係る納期限後、第３３条の４第１項若

しくは第２項ただし書、第３３条の５の２、

第３３条の５の５、第３３条の６の４第１

項若しくは第３５条の６に規定する納期限

後、第４５条第１項に規定する各納期若し

くは同条第２項の規定により市長が定めた

納期に係る納期限後、第６１条の６第１項

に規定する納期限後、第６３条第２項に規

定する納期若しくは同条第３項の規定によ

り市長が定めた納期に係る納期限後、第７

３条の５第２項の規定により納税通知書に

定められた納期に係る納期限後、第９６条

の１３第３項に規定する納期限後又は第１

１１条第１項に規定する各納期若しくは同

条第２項の規定により市長が定めた納期に

係る納期限後に納付し、又は納入する税額 

これらの納期限の翌日から１月を経過する

日 

⑸ 第６１条の６第１項、第７３条の２、第

９５条、第９６条の８第１項又は第１０２

条第１項に規定する申告書に係る税額（次

号及び第７号に掲げる税額を除く。以下こ

の号において同じ。） 当該税額に係る納期

限の翌日から１月を経過する日 

⑹ 第６１条の６第１項、第７３条の２、第

９５条、第９６条の８第１項若しくは第１

０２条第１項に規定する申告書でその提出

期限後に提出したもの又は第６１条の７第

２項、第７３条の３第２項、第９６条第２

項（第９６条の８第２項において準用する
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くは第１０４条第２項に規定する申告書に

係る税額（第９６条第１項（第９６条の８

第２項において準用する場合を含む。）の規

定により提出した申告書又は第９６条第２

項に規定する申告書に係る場合にあって

は、次号に掲げる税額を除く。以下この号

において同じ。） その提出した日（以下こ

の号において「提出日」という。）（提出日

後に当該税額を納付したときは、その納付

の日（提出日の翌日から１月を経過する日

後に納付したときは、当該日）） 

 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第６０条 軽自動車税は、主たる定置場が本市

の区域内に存する軽自動車等（法第４４２条

第１号に規定する軽自動車等をいう。以下同

じ。）に対し、その所有者に課する。 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項

の規定により軽自動車税を課することができ

ない者である場合には、前項の規定にかかわ

らず、軽自動車税は、その使用者に課する。

ただし、その使用する軽自動車等が公用又は

公共の用に供するものであると市長が認める

場合は、この限りでない。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６０条の２ 軽自動車等の売買契約において

売主がその所有権を留保している場合には、

買主をその所有者とみなして、軽自動車税を

課する。 

 

場合を含む。以下この号において同じ。）若

しくは第１０４条第２項に規定する申告書

に係る税額（第９６条第１項（第９６条の

８第２項において準用する場合を含む。）の

規定により提出した申告書又は第９６条第

２項に規定する申告書に係る場合にあって

は、次号に掲げる税額を除く。以下この号

において同じ。） その提出した日（以下こ

の号において「提出日」という。）（提出日

後に当該税額を納付したときは、その納付

の日（提出日の翌日から１月を経過する日

後に納付したときは、当該日）） 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第６０条 軽自動車税は、主たる定置場が本市

内に存する３輪以上の軽自動車（法第４４２

条第５号に規定する軽自動車をいう。以下同

じ。）に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得

者に環境性能割によって、軽自動車等（同条

第３号に規定する軽自動車等をいう。以下こ

の節において同じ。）に対し、当該軽自動車等

の所有者に種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「３輪以上の軽自動

車の取得者」という。）には、法第４４３条第

２項に規定する者を含まないものとする。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項

の規定により種別割を課することができない

者である場合には、第１項の規定にかかわら

ず、種別割は、その使用者に課する。ただし、

当該軽自動車等が公用又は公共の用に供する

ものであると市長が認める場合は、この限り

でない。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６０条の２ 軽自動車等の売買契約において

売主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を３輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税
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２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る

軽自動車等について、買主の変更があったと

きは、新たに買主となる者をその所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の課税免除） 

第６１条 軽自動車等のうち、商品（規則で定

めるものに限る。第６９条の２第１項におい

て同じ。）であるもの及び小型特殊自動車（法

第４４２条第４号に規定する小型特殊自動車

をいう。以下同じ。）で農耕作業（刈取脱穀作

業を含む。）の用に供されるもの（以下「農耕

作業用自動車」という。）に対しては、軽自動

車税を課さない。 

 

第６１条の２から第６１条の９まで 削除 

 

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る

軽自動車等について、買主の変更があったと

きは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自

動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」という。）

が、その製造により取得した３輪以上の軽自

動車又はその販売のためその他運行（道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２

条第５項に規定する運行をいう。次項におい

て同じ。）以外の目的に供するため取得した３

輪以上の軽自動車について、当該販売業者等

が、法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前

に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締

結が行われた場合を除く。）には、当該販売業

者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得

した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施

行地内に持ち込んで運行の用に供した場合に

は、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供

する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、環境性能割を課する。 

（種別割の課税免除） 

第６１条 軽自動車等のうち、商品（規則で定

めるものに限る。第６９条の２第１項におい

て同じ。）であるもの及び小型特殊自動車（法

第４４２条第６号に規定する小型特殊自動車

をいう。以下同じ。）で農耕作業（刈取脱穀作

業を含む。）の用に供されるもの（以下「農耕

作業用自動車」という。）に対しては、種別割

を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第６１条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪

以上の軽自動車の取得のために通常要する価
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額として省令で定めるところにより算定した

金額（第６１条の４において「通常の取得価

額」という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第６１条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽

自動車に対して課する環境性能割の税率は、

当該各号に定める率とする。 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項及び第

５項において読み替えて準用する場合を含

む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １０

０分の１ 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項及び第

５項において読み替えて準用する場合を含

む。）に規定する３輪以上の軽自動車 １０

０分の２ 

⑶ 前２号に掲げる３輪以上の軽自動車以外

の３輪以上の軽自動車 １００分の３ 

（環境性能割の免税点） 

第６１条の４ 通常の取得価額が５０万円以下

である３輪以上の軽自動車に対しては、環境

性能割を課さない。 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６１条の５ 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第６１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法

第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽

自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、環境性能割の課税標準額、環境

性能割額その他必要な事項を記載した省令で

定める申告書を市長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付しなければ

ならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割

の納税義務者を除く。以下この項において同

じ。）は、法第４５４条第１項各号に掲げる３

輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に

定める時又は日までに、当該３輪以上の軽自
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動車の取得者が取得した３輪以上の軽自動車

について必要な事項を記載した省令で定める

報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割の期限後申告及び修正申告納付） 

第６１条の７ 前条第１項の規定により同項に

規定する申告書（以下この条において「申告

書」という。）を提出すべき者は、当該申告書

の提出期限後においても、法第４６２条第４

項の規定による決定の通知があるまでの間

は、前条第１項の規定により申告納付するこ

とができる。 

２ 前条第１項若しくは前項若しくはこの項の

規定により申告書若しくは修正申告書を提出

した者又は法第４６２条第１項から第３項ま

での規定による更正若しくは決定を受けた者

は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該

更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境

性能割額について不足額がある場合には、遅

滞なく、省令で定める事項を記載した修正申

告書を市長に提出するとともに、その修正に

より増加した環境性能割額を納付しなければ

ならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第６１条の８ 環境性能割の納税義務者が正当

な理由なくて第６１条の６第１項の規定によ

り提出すべき申告書を同項に規定する申告書

の提出期限までに提出しなかった場合におい

ては、その者に対し、１００，０００円以下

の過料を科する。同条第２項の規定による報

告を行わなかった場合においても、同様とす

る。 

２ 第１８条の４第２項及び第３項の規定は、

前項の過料について準用する。 

（環境性能割の減免） 

第６１条の９ 市長は、自動車（法第１４５条

第３号に規定する自動車をいう。）の取得につ

いて県が課すべき自動車税の環境性能割の減

免の例により、環境性能割を減免することが
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（軽自動車税の税率） 

第６２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する軽自動車税の税率は、当該軽自動車

等の区分に応じ、１台につき、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 原動機付自転車（法第４４２条第２号に

規定する原動機付自転車をいう。以下同

じ。） 

⑵ 軽自動車（法第４４２条第３号に規定す

る軽自動車をいう。以下同じ。） 

⑷ ２輪の小型自動車（法第４４２条第５号

に規定する２輪の小型自動車をいう。） 年

額 ６，０００円 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第６３条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日

とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月末

日までとする。 

（軽自動車税の徴収の方法等） 

第６５条 軽自動車税の徴収については、普通

徴収の方法による。 

（軽自動車税に関する申告） 

第６７条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者（以下この節にお

いて「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となった日から１５日

以内に、省令で定める申告書その他市長が必

要と認める書類を市長に提出しなければなら

ない。申告書に記載された事項に異動を生じ

た場合においても、同様とする。 

（軽自動車税に係る不申告に関する過料） 

第６８条 略 

（軽自動車税の減免） 

第６９条 市長は、次のいずれかに該当する場

合において、必要があると認めるときは、軽

自動車税を減免することができる。ただし、

第２号に該当する場合においては、１台分に

できる。 

（種別割の税率） 

第６２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、当該軽自動車等の

区分に応じ、１台につき、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 原動機付自転車（法第４４２条第４号に

規定する原動機付自転車をいう。以下同

じ。） 

⑵ 軽自動車 

 

⑷ ２輪の小型自動車（法第４４２条第７号

に規定する２輪の小型自動車をいう。） 年

額 ６，０００円 

（種別割の賦課期日及び納期） 

第６３条 種別割の賦課期日は、４月１日とす

る。 

２ 種別割の納期は、５月１日から同月末日ま

でとする。 

（種別割の徴収の方法等） 

第６５条 種別割の徴収については、普通徴収

の方法による。 

（種別割に関する申告） 

第６７条 種別割の納税義務者である軽自動車

等の所有者又は使用者（以下この節において

「軽自動車等の所有者等」という。）は、当該

軽自動車等の所有者等となった日から１５日

以内に、省令で定める申告書その他市長が必

要と認める書類を市長に提出しなければなら

ない。申告書に記載された事項に異動を生じ

た場合においても、同様とする。 

（種別割に係る不申告に関する過料） 

第６８条 略 

（種別割の減免） 

第６９条 市長は、次のいずれかに該当する場

合において、必要があると認めるときは、種

別割を減免することができる。ただし、第２

号に該当する場合においては、１台分に限る
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限るものとする。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に

必要があると認めるときは、軽自動車税を減

免することができる。 

（原動機付自転車等に係る標識の交付等） 

第６９条の２ 主たる定置場が本市の区域内に

存する原動機付自転車又は小型特殊自動車

（農耕作業用自動車を除く。）（商品であるも

のを除く。以下この項、次項及び第４項にお

いて「原動機付自転車等」という。）の所有者

又は使用者（その原動機付自転車等に係る軽

自動車税の納税義務者である者に限る。同項

において「所有者等」という。）は、規則で定

めるところにより、市長から当該原動機付自

転車等の車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。 

２ 前項の規定により標識の交付を受けた者

は、第４項の規定によりその交付を受けた標

識を市長に返還するまでの間、当該交付に係

る原動機付自転車等の車体の見やすい場所に

当該標識を常に取り付けていなければならな

い。 

３ 第１項の規定により標識の交付を受けた者

は、その交付を受けた標識を譲渡し、若しく

は貸し付け、又は不正に使用してはならない。 

４ 第１項の規定により標識の交付を受けた者

は、その交付に係る原動機付自転車等の所有

者等でなくなったとき又は当該原動機付自転

車等の主たる定置場が本市の区域内に存しな

くなったときは、規則で定めるところにより、

当該交付を受けた標識を市長に返還しなけれ

ばならない。 

５ 農耕作業用自動車（主たる定置場が本市の

区域内に存するものに限る。以下同じ。）の所

有者（農耕作業用自動車を業として販売する

ために所有している者を除く。）は、規則で定

めるところにより、市長からその農耕作業用

自動車の車体に取り付けるべき標識の交付を

ものとする。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に

必要があると認めるときは、種別割を減免す

ることができる。 

（原動機付自転車等に係る標識の交付等） 

第６９条の２ 主たる定置場が本市内に存する

原動機付自転車又は小型特殊自動車（農耕作

業用自動車を除く。）（商品であるものを除く。

以下この項、次項及び第４項において「原動

機付自転車等」という。）の所有者又は使用者

（当該原動機付自転車等に係る種別割の納税

義務者であるものに限る。）（同項において「所

有者等」という。）は、規則で定めるところに

より、市長からその車体に取り付けるべき標

識の交付を受けなければならない。 

 

２ 前項の規定により標識の交付を受けた者

は、第４項の規定により当該標識を市長に返

還するまでの間、当該交付に係る原動機付自

転車等の車体の見やすい場所に当該標識を常

に取り付けていなければならない。 

 

３ 第１項の規定により標識の交付を受けた者

は、当該標識を譲渡し、若しくは貸し付け、

又は不正に使用してはならない。 

４ 第１項の規定により標識の交付を受けた者

は、当該交付に係る原動機付自転車等の所有

者等でなくなったとき又は当該原動機付自転

車等の主たる定置場が本市内に存しなくなっ

たときは、規則で定めるところにより、当該

標識を市長に返還しなければならない。 

 

５ 農耕作業用自動車（主たる定置場が本市内

に存するものに限る。以下同じ。）の所有者（当

該農耕作業用自動車を業として販売するため

に所有している者を除く。）は、規則で定める

ところにより、市長からその車体に取り付け

るべき標識の交付を受けなければならない。 
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受けなければならない。 

６ 第２項から第４項までの規定は、前項の規

定により標識の交付を受けた者について準用

する。この場合において、必要な技術的読替

えは、市長が定める。 

 

 

 

 

 

 

７ 本市の区域内において原動機付自転車等又

は小型特殊自動車（以下この項において「原

動機付自転車等」という。）の販売を業とする

者は、その扱う商品である原動機付自転車等

に試乗し、又は第三者に試乗させようとする

ときは、規則で定めるところにより、市長か

らその試乗し、又は第三者に試乗させようと

する当該原動機付自転車等の車体に取り付け

るべき試乗標識の交付を受けなければならな

い。 

８ 第２項から第４項までの規定は、前項の規

定により試乗標識の交付を受けた者について

準用する。この場合において、第４項中「そ

の交付に係る原動機付自転車等の所有者等で

なくなったとき又は当該原動機付自転車等の

主たる定置場が本市の区域内に存しなくなっ

た」とあるのは、「本市の区域内において原動

機付自転車等の販売を業として行わなくなっ

た」と読み替えるほか、必要な技術的読替え

は、市長が定める。 

 

 

 

 

附 則 

３４から３７まで 削除 

 

 

６ 第２項から第４項までの規定は、前項の規

定により標識の交付を受けた者について準用

する。この場合において、第２項中「第４項」

とあるのは「第６項において読み替えて準用

する第４項」と、「原動機付自転車等」とある

のは「農耕作業用自動車」と、第４項中「原

動機付自転車等の所有者等」とあるのは「農

耕作業用自動車の所有者」と、「原動機付自転

車等の主たる」とあるのは「農耕作業用自動

車の主たる」と読み替えるものとする。 

７ 本市内において原動機付自転車又は小型特

殊自動車（以下この項において「原動機付自

動車等」という。）の販売を業とする者は、そ

の扱う商品である原動機付自転車等に試乗

し、又は第三者に試乗させようとするときは、

規則で定めるところにより、市長からその車

体に取り付けるべき試乗標識の交付を受けな

ければならない。 

 

 

８ 第２項から第４項までの規定は、前項の規

定により試乗標識の交付を受けた者について

準用する。この場合において、第２項中「第

４項」とあるのは「第８項において読み替え

て準用する第４項」と、「当該標識」とあるの

は「当該試乗標識」と、第３項中「当該標識」

とあるのは「当該試乗標識」と、第４項中「当

該交付に係る原動機付自転車等の所有者等で

なくなったとき又は当該原動機付自転車等の

主たる定置場が本市内に存しなくなった」と

あるのは「本市内において原動機付自転車等

の販売を業として行わなくなった」と、「当該

標識」とあるのは「当該試乗標識」と読み替

えるものとする。 

附 則 

３４ 削除 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 
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（軽自動車税の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第

１項に規定する軽自動車に限る。以下この項

において同じ。）に対する当該軽自動車が同条

第１項に規定する初回車両番号指定（以下「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後

の年度分の軽自動車税に係る第６２条の規定

の適用については、当分の間、次表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもの（以下この項において

「特定３輪以上軽自動車」という。）に対する

第６２条の規定の適用については、特定３輪

以上軽自動車が令和７年４月１日から令和１

０年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には、その初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税に限り、次表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

３５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第

６１条の３の規定の適用については、当分の

間、次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

３６ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

６１条の３の規定の適用については、当分の

間、同条第３号中「１００分の３」とあるの

は、「１００分の２」とする。 

３７ 削除 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３８ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第

１項に規定する軽自動車をいう。以下この項

において「特定軽自動車」という。）に対する

当該特定軽自動車が最初の法第４４４条第３

項に規定する車両番号の指定（次項から附則

第４５項までにおいて「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割に係る第６２条の規定の適用に

ついては、当分の間、次表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
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４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第３項に規定するガソリン軽自動車を

いう。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和７年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、令和８年度分の軽自動車税に

限り、同条第２号イ中「３，９００円」とあ

るのは「２，０００円」と、同号ウ中「６，

９００円」とあるのは「３，５００円」とす

る。 

 

４５ 削除 

４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第３項に規定するガソリン軽自動車を

いう。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第２号イ中「３，９００

円」とあるのは「２，０００円」と、同号ウ

中「６，９００円」とあるのは「３，５００

円」とする。 

４５ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第４項に規定するガソリン軽自動車を

いい、前項の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において同じ。）に対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和７年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割

に限り、同条第２号イ中「３，９００円」と

あるのは「３，０００円」と、同号ウ中「６，

９００円」とあるのは「５，２００円」とす

る。 
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（議案説明資料） 

＜令和８年５月臨時会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第５４号 所 管 児童課 

件 名 令和８年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

児童ホーム待機児童に対して、居場所の確保と保護者の子育てにかかる負担の軽減

を図る観点から、利用ニーズが高い夏季休業期間に、学校施設を活用して児童ホーム

と同じ時間帯に見守りを行うことに伴い、補正を行う。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

247,210,000 41,000 247,251,000 

 

３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

繰越金 41,000 民生費 41,000 

合 計 41,000 合 計 41,000 

 

４ 事業概要 

 ○ 民生費 

  ・ 放課後居場所緊急対策事業費           ４１，０００千円 

夏季休業期間における、学校施設を活用した児童の居場所確保を行う。 
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